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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおいて制御情報をマッピングする方法であって、
　或る帯域幅を有し、且つ、複数の領域を有するサブフレームを形成するステップと、
　遠隔ユーザ機器（ＵＥ１）に対する送信モードを決定するステップと、
　ＵＥ１に固有の制御情報を前記サブフレームの第１の拡張物理ダウンリンク制御チャネ
ル（ＥＰＤＣＣＨ）領域にマッピングするステップと、
　ＵＥ１と少なくとも別のユーザ機器（ＵＥ２）とに共通の制御情報を前記サブフレーム
の第２の拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）領域にマッピングするステ
ップと、
　ＵＥ１とＵＥ２とに前記サブフレームを送信するステップと、
　を含む、方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記ＵＥ１と少なくとも別のユーザ機器（ＵＥ２）とに共通の制御情報を前記サブフレ
ームの第２の拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）領域にマッピングする
ステップが、共通の制御情報の種類に応じて決定される、方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記サブフレームが複数の物理リソースブロック（ＰＲＢ）対を含み、前記第１の拡張
物理ダウンリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）領域の位置と前記第２の拡張物理ダウン
リンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）領域の位置とがビットマップによって示される、方
法。
【請求項４】
　請求項２に記載の方法であって、
　前記共通の制御情報の種類が送信電力制御（ＴＰＣ）情報である、方法。
【請求項５】
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　請求項３に記載の方法であって、
　前記ビットマップが前記サブフレーム内のＰＲＢ対の総数に少なくとも等しい長さを有
する、方法。
【請求項６】
　無線通信システムにおいてユーザ機器（ＵＥ１）によって制御情報を受信する方法であ
って、
　遠隔基地局（ｅＮＢ）からの送信モードを決定するステップと、
　前記ｅＮＢから複数の領域を有するサブフレームの構築を受信するステップと、
　前記ＵＥ１に固有の制御情報を受信するために前記サブフレームの第１の拡張物理ダウ
ンリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）領域をブラインド復号するステップと、
　前記ＵＥ１と少なくとも別のユーザ機器（ＵＥ２）とに共通の制御情報を受信するため
に前記サブフレームの第２の拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）領域を
ブラインド復号するステップと、
　を含む、方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の方法であって、
　制御情報の種類に応じてＵＥ１と少なくとも別のユーザ機器（ＵＥ２）とに共通の制御
情報を前記サブフレームの第２の領域にマッピングするステップを更に含む、方法。
【請求項８】
　請求項６に記載の方法であって、
　前記サブフレームが複数の物理リソースブロック（ＰＲＢ）対を含み、前記構築を受信
するステップがビットマップを受信することを含み、前記第１の拡張物理ダウンリンク制
御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）領域の位置と前記第２の拡張物理ダウンリンク制御チャネル
（ＥＰＤＣＣＨ）領域との位置がビットマップによって示される、方法。
【請求項９】
　請求項７に記載の方法であって、
　前記共通の制御情報が送信電力制御（ＴＰＣ）情報である、方法。
【請求項１０】
　請求項８に記載の方法であって、
　前記ビットパップがＰＲＢ対がＵＥ１に対するものであるかどうかを示す、方法。
【請求項１１】
　請求項８に記載の方法であって、
　前記ビットパップがサブフレームがＵＥ１に対するものであるかどうかを示す、方法。
【請求項１２】
　複数のユーザ機器（ＵＥ）に対して通信する方法であって、
　第１の領域と第２の領域とを有するサブフレームを形成するステップと、
　第１のユーザ機器（ＵＥ１）に固有の制御情報を含む第１のダウンリンク制御インジケ
ータ（ＤＣＩ）を生成するステップと、
　ＵＥ１と少なくとも第２のユーザ機器（ＵＥ２）とに共通の制御情報を含む第２のダウ
ンリンク制御インジケータ（ＤＣＩ）を生成するステップと、
　前記第１のＤＣＩを前記サブフレームの前記第１の領域にマッピングするステップであ
って、前記第１の領域が拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）用に構築さ
れる、前記マッピングするステップと、
　前記第２のＤＣＩを前記サブフレームの前記第２の領域にマッピングするステップであ
って、前記第２の領域が拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）用に構築さ
れる、前記マッピングするステップと、
　前記サブフレームをＵＥ１とＵＥ２とに送信するステップと、
　を含む、方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の方法であって、
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　前記サブフレームが複数の物理リソースブロック（ＰＲＢ）対を含み、前記第１の領域
の位置が、前記サブフレーム内のＰＲＢ対の総数に少なくとも等しい長さを有するビット
マップによって示される、方法。
【請求項１４】
　請求項１２に記載の方法であって、
　前記サブフレームが複数の物理リソースブロック（ＰＲＢ）対を含み、前記第２の領域
の位置が、前記サブフレーム内のＰＲＢ対の総数に少なくとも等しい長さを有するビット
マップによって示される、方法。
【請求項１５】
　請求項１２に記載の方法であって、
　前記サブフレームが、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）用に構築される第
３の領域を含み、前記第２のＤＣＩをマッピングするステップが、前記第２のＤＣＩを前
記サブフレームの前記第２の領域又は前記第３の領域の一方にマッピングするステップを
含み、前記マッピングが前記第２のＤＣＩのフォーマットとスクランブルとによって決定
される、方法。
【請求項１６】
　請求項１３に記載の方法であって、
　ＰＲＢ対の総数が、前記基地局と前記複数のユーザ機器との間の通信帯域幅の関数であ
る、方法。
【請求項１７】
　請求項１２に記載の方法であって、
　前記第２のＤＣＩが、フォーマット３又は３Ａを有し、ＴＰＣ－ＲＮＴＩ（送信電力制
御無線ネットワーク一時識別子）によってスクランブルされる、方法。
【請求項１８】
　請求項１２に記載の方法であって、
　前記第２のＤＣＩが、ＳＩ－ＲＮＴＩ（システム情報無線ネットワーク一時識別子）、
Ｐ－ＲＮＴＩ（ページング無線ネットワーク一時的識別子）、又はＲＡ－ＲＮＴＩ（ラン
ダムアクセス無線ネットワーク一時識別子）の１つによってスクランブルされる、フォー
マット１Ａを有する方法。
【請求項１９】
　請求項１２に記載の方法であって、
　前記第２のＤＣＩが、フォーマット０又は１Ａを有し、一時的Ｃ－ＲＮＴＩによってス
クランブルされる、方法。
【請求項２０】
　請求項１４に記載の方法であって、
　前記ＰＲＢ対の総数が、前記基地局と前記複数のユーザ機器との間の通信帯域幅の関数
である、方法。
【請求項２１】
　請求項１５に記載の方法であって、
　前記サブフレームが複数の物理リソースブロック（ＰＲＢ）対を含み、前記第３の領域
の位置が、前記サブフレーム内のＰＲＢ対の総数に少なくとも等しい長さを有するビット
マップにより示される、方法。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の方法であって、
　前記ＰＲＢ対の総数が前記基地局と前記複数のユーザ機器との間の通信帯域幅の関数で
ある、方法。
【請求項２３】
　無線通信システムにおいて制御情報をマッピングする方法であって、
　或る帯域幅を有し、複数の領域を有するサブフレームを形成するステップと、
　遠隔ユーザ機器（ＵＥ１）に対する送信モードを決定するステップと、
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　ＵＥ１に固有の制御情報を前記サブフレームの拡張物理ダウンリンク制御チャネル（Ｅ
ＰＤＣＣＨ）にマッピングするステップと、
　ＵＥ１と少なくとも他のユーザ機器（ＵＥ２）とに共通のどの情報が物理ダウンリンク
制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）で送信されるべきかと、どれが拡張物理ダウンリンク制御チ
ャネル（ＥＰＤＣＣＨ）で送信されるべきかとを決定するステップと、
　前記物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）で送信されるべき共通の制御情報を
前記サブフレームの物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）にマッピングするステ
ップと、
　前記拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）で送信されるべき共通の制御
情報を前記サブフレームの拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）にマッピ
ングするステップと、
　ＵＥ１とＵＥ２とに前記サブフレームを送信するステップと、
　を含む、方法。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の方法であって、
　共通の制御情報を前記サブフレームの前記物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ
）と前記拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）とにマッピングすることが
共通の制御情報の種類に応じて決定される、方法。
【請求項２５】
　請求項２４に記載の方法であって、
　前記共通の制御情報の種類が送信電力制御（ＴＰＣ）情報である、方法。
【請求項２６】
　請求項２３に記載の方法であって、
　前記サブフレームが複数の物理リソースブロック（ＰＲＢ）対を含み、前記サブフレー
ムの第１の領域の位置と前記サブフレームの第２の領域の位置とがビットマップにより示
される、方法。
【請求項２７】
　請求項２６に記載の方法であって、
　前記ビットマップが前記サブフレーム内のＰＲＢ対の総数に少なくとも等しい長さを有
する、方法。
【請求項２８】
　無線通信システムにおいて制御情報をマッピングする方法であって、
　或る帯域幅を有し、複数の領域を有するサブフレームを形成するステップと、
　遠隔ユーザ機器（ＵＥ１）に対する通信モードを決定するステップと、
　ＵＥ１に固有の制御情報を前記サブフレームの第１の拡張物理ダウンリンク制御チャネ
ル（ＥＰＤＣＣＨ）にマッピングするステップと、
　ＵＥ１と少なくとも他のユーザ機器（ＵＥ２）とに共通のどの制御情報が物理ダウンリ
ンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）により送信されるべきかと、どれが拡張物理ダウンリン
ク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）により送信されるべきかとを決定するステップと、
　前記物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）により送信されるべき共通の制御情
報を前記サブフレームの物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）にマッピングする
ステップと、
　前記拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）により送信されるべき共通の
制御情報を前記サブフレームの第２の拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ
）にマッピングするステップと、
　ＵＥ１とＵＥ２とに前記サブフレームを送信するステップと、
　を含む、方法。
【請求項２９】
　無線通信システムにおいてユーザ機器（ＵＥ１）により制御情報を受信する方法であっ
て、
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　遠隔基地局（ｅＮＢ）から送信モードを受信するステップと、
　前記ｅＮＢから複数の領域を有するサブフレームの構築を受信するステップと、
　前記ＵＥ１に固有の制御情報を受信するために前記サブフレームの拡張物理ダウンリン
ク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）をブラインド復号するステップと、
　ＵＥ１と少なくとも別のユーザ機器（ＵＥ２）とに共通の制御情報が物理ダウンリンク
制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）から又は前記拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ＥＰＤＣ
ＣＨ）から復号されるかどうかを決定するステップと、
　前記サブフレームの物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）内に受信された共通
の制御情報をブラインド復号するステップと、
　前記サブフレームの拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）内に受信され
た共通の制御情報をブラインド復号するステップと、
　を含む、方法。
【請求項３０】
　請求項２９に記載の方法であって、
　前記サブフレームが複数の物理リソースブロック（ＰＲＢ）対を含み、前記構築を受信
するステップが２つのビットマップを受信することを含み、前記サブフレームの第１の領
域の位置が第１のビットマップにより示され、前記サブフレームの第２の領域の位置が第
２のビットマップにより示される、方法。
【請求項３１】
　請求項３０に記載の方法であって、
　前記第１のビットマップがＰＲＢ対が前記第１の領域に割り当てられるかどうかを示し
、前記第２のビットマップがＰＲＢ対がＵＥ１に対して前記第２の領域に割り当てられる
かどうかを示す、方法。
【請求項３２】
　請求項３０に記載の方法であって、
　前記第１のビットマップがサブフレーム内の拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ＥＰ
ＤＣＣＨ）がＵＥ１に対するものであるかどうかを示す、方法。
【請求項３３】
　無線通信システムにおいてユーザ機器（ＵＥ１）により制御情報を受信する方法であっ
て、
　遠隔基地局（ｅＮＢ）から送信モードを受信するステップと、
　前記ｅＮＢから複数の領域を有するサブフレームの構築を受信するステップと、
　前記ＵＥ１に固有の制御情報を受信するために前記サブフレームの第１の拡張物理ダウ
ンリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）をブラインド復号するステップと、
　ＵＥ１と少なくとも別のユーザ機器（ＵＥ２）とに共通の制御情報が物理ダウンリンク
制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）により又は拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣ
Ｈ）により復号されるかどうかを決定するステップと、
　前記サブフレームの物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）内に受信された共通
の制御情報をブラインド復号するステップと、
　前記サブフレームの第２の拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）内に受
信された共通の制御情報をブラインド復号するステップと、
　を含む、方法。
【請求項３４】
　無線通信システムにおいて制御情報をマッピングする方法であって、
　或る帯域幅を有し、複数の領域を有するサブフレームを形成するステップと、
　遠隔ユーザ機器（ＵＥ１）に対する通信モードを決定するステップと、
　ＵＥ１に固有の制御情報を前記サブフレームの拡張物理ダウンリンク制御チャネル（Ｅ
ＰＤＣＣＨ）にマッピングするステップと、
　ＵＥ１と少なくとも他のユーザ機器（ＵＥ２）とに共通の制御情報を前記サブフレーム
の前記拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）にマッピングするステップと、
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　ＵＥ１とＵＥ２とに前記サブフレームを送信するステップと、
　を含む、方法。
【請求項３５】
　無線通信システムにおいてユーザ機器（ＵＥ１）により制御情報を受信する方法であっ
て、
　遠隔基地局（ｅＮＢ）から送信モードを受信するステップと、
　前記ｅＮＢから複数の領域を有するサブフレームの構築を受信するステップと、
　前記ＵＥ１に固有の制御情報を受信するために前記サブフレームの拡張物理ダウンリン
ク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）をブラインド復号するステップと、
　ＵＥ１と少なくとも別のユーザ機器（ＵＥ２）とに共通の制御情報を受信するために前
記サブフレームの前記拡張物理ダウンリンク制御チャネル（ＥＰＤＣＣＨ）をブラインド
復号するステップと、
　を含む、方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
　図４は、例示の実装形態に従った基地局（ｅＮＢ）の簡略化されたブロック図である。
基地局は、ダウンリンク及びアップリンク両方の動作について基地局の動作を指示するｅ
ＮＢコントローラ４００を含む。特に、ｅＮＢコントローラ４００は、ステップ４０２で
、特定の送信モード（表１及び２）に従ったＵＥ固有制御情報及び／又は共通制御情報を
担持するＵＥ固有ＤＣＩフォーマットを生成する。各ＤＣＩは、ステップ４０６で、チャ
ネル符号化され、変調され、ステップ４０８で、ＥＰＤＣＣＨにマッピングされる。各Ｅ
ＰＤＣＣＨは、特定のＥＰＤＣＣＨ領域でマッピングされ、ステップ４１２で送信される
。ｅＮＢコントローラ４００による異なるＥＰＤＣＣＨ領域でのＥＰＤＣＣＨのマッピン
グを、図５～図９のフローチャートを参照して詳細に説明する。
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